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                                                      令和 ６年 ９月８日 

北 3 丁目自治会員各位 

鹿ノ台北 3丁目自治会 

会 長 中井 慎也 

書 記 徳満 欣也 

日 時：令和６年９月８日（日）18:00～19:30 

場 所：北集会所 

出 席：会長、評議員１２名（欠席１名）  ※評議員会有効成立 

 

令和６年度 第５回評議員会（ ９月 ） 

 

                                           

1. 鹿ノ台自治連合会活動報告について 

詳細については自治連合会議事録をご確認ください。 

 

① オータムフェスタを１０月１３日～１１月３日の期間、いきいきホールにて

開催します。 

 

② コミュニティバス「いそかわ京さん・買物券ゲットキャンペーン」について、

７月３１日まで開催されていましたが、通年開催する方向で連合会、いそか

わ様にて調整中です。 

 

③ 納涼祭報告 

納涼祭の来場者数はおよそ４５００名程度であり、特にトラブルもなく非常

に満足頂いた声を頂戴し、大盛況にて終了しました。 

 

④ 第２回鹿ノ台春祭り開催 

２０２５年３月２９日に開催予定であり、出演、出店、参加の応募を２０２

４年１０月末まで募集します。 

 

⑤ 下期ウェルカムミーティング 

２０２５年１月２６日に開催予定であり、１２月頃に申込書が配布されるの

で、転入者がいる場合には、声掛けを行います。 
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⑥ 鹿ノ台入口交差点夜間工事について 

９月１８日から２０日の３日間、２２時から翌６時まで道路横断管敷設工事

を行います。 

期間中、車両は片側交互通行となり、歩行者は通行可能となりますので、ご

注意ください。 

 

⑦ ２０２４年度後期ごみカレンダー配布 

２０２４年度後期のごみカレンダーを配布します。 

２０２５年度以降については、必要な自治会ごとに、各自データ作成の上、

連合会事務局へ印刷依頼する流れになります。 

鹿ノ台北３丁目地区としては、今後もごみカレンダーを継続していきたいと

考えていますが、他地区では、他の情報を盛り込むなどしているため、検討

の上、次年度への引継ぎ項目となる予定です。 

 

⑧ 「花と緑のわがまちづくり助成事業」 

花壇土作り １１月２日（土）８：３０～ 

花苗植え込み １１月１６日（土）８：３０～ 

小雨決行、各予備日は翌日の日曜日となります。 

 

⑨ アクティブ会 

今年度のアクティブ会については、諸事情により、今年度は取り止めとする

ことに決定しました。 

 

 

2. 担当別報告 

《 会計 》 

 ◆令和６年度後期 自治会費集金について 

１０月１日～１１日の期間、各ブロック担当評議員が集金に伺います。 

５００円×６か月＝３，０００円 

となりますので、よろしくお願いします。 
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《 防災・防犯/納涼祭 》 

 ◆秋の防災訓練 

秋の防災訓練を１１月１７日に開催予定です。 

春に行えなかった安否確認訓練と防災体験活動が主な内容となります。 

住民の皆様には安否確認訓練として、見えるところに黄色いタオル等の安否

確認にご協力いただくようお願いします。 

 

《 文化・情報・体育 》 

◆特になし 

 

《 地域活動 》 

◆特になし 

 

《 美化推進/環境衛生 》 

◆美化推進／環境衛生  

 未回収ごみの現状確認 

北公園、けやき公園ともに、未回収ごみは０件となっています。 

 

3. 各評議員報告 

 ９月１日一斉清掃について 

９月１日に、一斉清掃して下さった皆様ありがとうございました。 

８月３０日（金）に鹿ノ台自治連合会として、翌週８日に延期することが決

定しましたが、緊急回覧を準備し、回覧しきるには日数が少ないため、事前

連絡が出来ず、また、当日の連絡不足にて、清掃をしていただいた方にはご

迷惑をおかけしました。 

今後も、直前に延期を決定したものの、清掃が可能な天気に回復する可能性

もありますので、その様な場合には、各評議員が各エリアでお声がけするよ

うに対応します。 

ラミネート等で掲示することも考えましたが、強風にて飛ばされる、気付い

ていただけないなども、あり得ますのでお声がけするようにします。 
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 「チェレンジ絆」キャンペーン シート配布について 

色が褪せてきたものもあり、鹿ノ台北三丁目として 14 枚預かり、評議員に配

布しました。 

現在、掲示されている方の分で色がかすれている場合は入れ替えをお願いす

るか、評議員宅にて掲示することとします。 

また、現在、掲示されている方で、色がかすれており見にくい場合には、各

自の判断で廃棄して下さいますよう、お願いします。 

 

 各住宅の門灯の点灯について 

自治会員より、バス通りから住宅街に入ると街灯が少ないこともあり、各住

宅の門灯を点灯してもらうことは出来ないかというご意見がありました。 

評議員会で話し合った結果、下記のような意見があり、前向きに検討するこ

ととします。 

・日が暮れるのも早くなり、防犯の意味でも門灯の点灯を呼びかけるキャン

ペーンを行ってもいいのではないか。 

・夜間、帰宅する際に、暗いので若干の不安がある。 

・呼びかけを行うとして、期間や時間帯をある程度提示し、協力を仰ぐとよ

いのではないか。 

 

 評議員の仕事量について 

約半年を振り返り、会長、副会長、評議員の仕事量について、思いの外、拘

束される時間が多く、一人当たりの負担を軽減していく必要があるのではな

いか、という話題が上がった。 

他自治会のやり方をヒヤリングしたり、シルバー人材などの活用を検討する

など、今後の評議会運営維持のため、評議員の負担を減らす方法を検討して

いきたいと考えています。 

 

 

【１０月のお知らせ】 

 １０月の一斉清掃は、１０月６日９時から開始。 

 １０月の評議員会は、１０月１３日１８時から開始。 

 

 

以上 


